
割引制度のご案内

実施期間 2026年
9月末まで

2026年 
10月末まで

2026年 
11月末まで

2026年 
12/1～

※資格説明会割引は、1～9の各種割引または早得割引と併用することができます。 
※1～9の各種割引は、早得割引と併用することはできません。

❶�LEC社労士コース生
再受講割引 35% 33% 30% 25% 過去にLEC社労士コースをお申込の方（年度不問／直前パック・書籍・レジュメを除く）

※LEC本校・コールセンターに直接お問合せ、またはWeb eクーポン申請が必要です。

❷社労士受験生割引
30% 28% 25% 20%

年度を問わず社労士本試験の受験歴がある方
※受験票コピーの提出、またはWeb eクーポン申請が必要です。

❸他校社労士受講生割引 他校社労士受講生（年度不問・他校で1講座が5万円以上の社労士講座を受講したことがある方
※受講・受講料を証明する書面のコピーの提出、またはWeb eクーポン申請が必要です。

❹LEC他資格受講生割引
20%

LEC他資格受講生（年度不問・LECの他資格対策講座に合計5万円以上の受講料の支払履歴のある方）
※LEC本校・コールセンターに直接お問合せ、またはWeb eクーポン申請が必要です。

❺人事総務検定2級修了者割引 人事総務検定2級特別認定講習を修了した方、及び人事総務検定2級検定試験に合格した方
※LEC本校コールセンターにお申し出ください。検定試験合格者は認定証のコピーの提出、またはWeb eクーポン申請が必要です。

❻法人提携割引 特別割引
※割引率はお勤め先にお問合せください。

LECと法人提携割引契約を締結している法人職員の方
※社員証等、職員であることを証明する書類コピーの提出が必要です。

❼退職者・離職者応援割引

20%

退職または離職から1年以内の方
※離職票（退職を証明する書類）のコピーが必要です。

❽アクティブ・シニア割引 お申込の時点で、60歳以上の方
※健康保険証・運転免許証等、氏名・生年月日を証明できる公的な書類のコピーの提出、またはWeb eクーポン申請が必要です。

❾育児休業割引
お申込の時点で、①②いずれかに該当する方（男性も可/休業日数は1日でも可）
①産前・産後休業中又は、取得予定の方 ②子が3歳未満で育児休業中又は、取得予定の方
※母子健康手帳（母子手帳）のコピーの提出、またはWeb eクーポン申請が必要です。

資格説明会割引 当日申込 ￥5,000  予約割引 ￥2,500 社労士イベント（資格説明会・講演会等）に参加し、当日本申込された方、￥5,000割引
社労士イベント（資格説明会・講演会等）に参加し、当日予約して、後日本申込された方、￥2,500割引


